
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 7月 10日発行（次号 7月 25日） 

編集：総務課（担当：壱岐 33-6002） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

http://www.town.shintomi.lg.jp/ 

本紙は、ホームページからダウンロードできます。 お知らせ版 No.2 

 本補助金は、町内の商工業事業者の方々が経営改善等を図るための意欲ある取組に対して支援する

ことを目的としています。 

１ 補助金の種類等 

区分 補助金の額 事業内容 

人材育成補助金 補助率 2/3 以内 

（上限 10 万円） 

中小企業大学校等が実施する研修に参加

するための研修費及び交通費並びに宿泊費

など 

繁盛店支援補助金 補助率 2/3 以内 

（上限 20 万円） 

店内ディスプレイ及び店舗の改装・改修費な

ど 

企業グループ共同支援

補助金 

補助率 2/3 以内 

（上限 50 万円） 

人材確保推進補助金 補助率 2/3 以内 

（上限 10 万円） 

離職者、転職希望者、高校・大学等の卒業

予定者等の就職希望者との面接を行うた

め、町外で開催される合同企業説明会等に

出展するための負担金及び交通費並びに宿

泊費など 

新商品開発支援補助金 補助率 2/3 以内 

（上限 20 万円） 

町内の農畜産物等を使用した新商品開発の

ための研究費など 

事業承継支援補助金 補助率 2/3 以内 

（上限 20 万円） 

事業承継に関するコンサルティング等を専門

家に依頼する相談費など 

２ 補助金対象者 

・ 町内に住所を有する個人又は法人で、町長が適当と認める事業者等 

・ 町内において事業を営んでいること。 

・ 補助金の交付申請のときまでに納期の到来している町の公租公課を完納していることなど 

３ 補助金の受付期間 

令和元年 8 月 1 日(木)～9 月 30 日(月)まで 

４ 補助金の受付場所 

  新富町役場２階 産業振興課  

 〇ご注意ください!! 

※予算の範囲内で対応させていただきますので、申込みはお早めにお願いします。 

 ※内容に関しての詳細は、新富町ホームページをご覧ください。 

問合せ：産業振興課 

（担当）高山
たかやま

・吉野
よ し の

 ☎33-6029 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この補助金は、町内で新たに創業または第二創業を行う方々が、雇用の創出とまちの活性化につなげる

とともに、定住を促進し、町内における空き家の解消を図るための意欲ある取組に対して支援することを目

的としています。 

１ 補助金の内容等 

区分 補助要件 補助金の額 事業内容 

創業・第二創業促

進補助金 

町内で新たに創業若

しくは第二創業を行う

個人又は法人など 

補助率 2/3 以内 

（上限 20 万円） 

事務所、店舗、駐車場の賃借

料など 

移住支援加算金 創業開始日から過去

3 年以上町内に住民

登録がなく、かつ 3 年

以上町内に定住する

こと。 

100万円（県外か

らの移住者） 

50万円（県内か

らの移住者） 

補助金のうち５万円分は新富

町商工会商品券を購入するこ

と 

空き家活用事業加

算金 

新富町空き家バンク

に登録されている空

き家等を活用するこ

と。 

補助率 2/3 以内 

（上限 30 万円） 

空き家等の改修に係る費用な

ど 

２ 補助金対象者 

・ 町内に住所を有する個人又は法人で、町長が適当と認める事業者等 

・ 補助金の交付申請のときまでに納期の到来している町の公租公課を完納していること 

・ 3 年以上継続して町内で事業を行うことなど 

３ 補助金の受付期間 

令和元年 8 月 1 日(木)～9 月 30 日(月)まで 

４ 補助金の受付場所 

  新富町役場２階 産業振興課  

 〇ご注意ください 

※予算の範囲内で対応させていただきますので、申込みはお早めにお願いします。 

 ※内容に関しての詳細は、新富町ホームページをご覧ください。 

問合せ：産業振興課 

（担当）高山
たかやま

・吉野
よ し の

 ☎33-6029 

 消費税・地方消費税率引き上げが消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支

えするため、町内の取扱店でお買い物ができるお得な「新富町プレミアム付商品券」を販売いたします。 

これに伴い、プレミアム付商品券を取り扱う店舗を次のとおり募集します。 

※プレミアム付商品券の販売等につきましては、改めてお知らせします。 

○募集期間 令和元年７月１６日（火）～８月３０日（金） 

      （締切り後も随時受付けます） 

○参加資格 新富町内に店舗を有する事業所 

○申込先  新富町商工会（☎３３－１２３１） 

○説明会  令和元年９月４日（水）１４：００～、１９：００ 

        同じ内容で２回開催しますので、都合のいい方のご参加ください。 

問合せ：産業振興課 

（担当）川野
か わ の

尊
たか

世
よ

 ☎33-6029 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮崎県東児湯消防組合消防職員の採用試験が次のとおり行われます。 

１ 試験の種 類 ： 消防職員採用試験 

２ 採用予定人員 ： 消防吏員 若干名 

３ 試験の日 時 ： 令和元年９月２２日（日）７時３０分受付開始 

４ 試験の場 所 ： 宮崎県立高鍋高等学校 

          高鍋町大字北高鍋４２６２番地 

５ 試験の資 格 ： ①平成６年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた者 

           ただし、救急救命士の資格を有する者については、平成４年４月２日から 

平成１２年４月１日までに生まれた者 

          ②高鍋町、新富町、木城町、川南町及び都農町に居を構えて勤務することが 

できる者 

６ 受験の手続き ： 受験申込用紙は、消防本部・各分遣所及び役場総務課で交付 

７ 受付の期 間 ： ７月１６日（火）から８月５日（月） 

８ 受付の 時 間 ： 月曜から金曜までの８時１５分から１７時まで 

          ※郵送の場合は、８月５日消印有効 

９ 受付 の場 所 ： 宮崎県東児湯消防組合消防本部総務課 

          〒884-0006 高鍋町大字上江 4526 番地 

１０ 問 合 せ 先 ： 宮崎県東児湯消防組合消防本部総務課  ☎２２－１３６１ 

 県内で仕事をお探しの方と県内企業との出会いの場として、下記の通り「宮崎県就職説明会」を開催いた

します。（参加無料・事前申込不要・入退場自由） 

○対 象 者：県内での就職をご希望の方  

・一般の方（UIJ ターン就職希望者を含む） 

       ・2020 年 3 月大学等卒業予定者 

       ※県内企業への就職を希望している方のご家族の来場も可能です。 

○開催時間：13：30～16：00（受付 13：00～） 

○開催日程： 

開催日 場所 

8 月 7 日（水） 延岡総合文化センター       延岡市東浜砂町 611-2 

8 月 9 日（金） 小林市地域・観光交流センター   小林市細野 1829-16 

8 月 10 日（土） 都城圏域地場産業振興センター   都城市都北町 5225-1 

9 月 16 日（月・祝） 宮崎市民プラザ 4 階ギャラリー   宮崎市橘通西 1 丁目 1-2 

○内  容：１．企業との個別相談会  ２．各種相談コーナー 

 ○問 合 せ：宮崎県雇用労働政策課 ☎０９８５－２６－７１０５ 

新富町では、行政情報や災害時の緊急放送を行う放送端末機（ＩＰ告知端末機）を設置していま

す。また、町内全域に光ファイバー網を整備し、各家庭に高速インターネットが可能な環境を整え

ています。まだ、申し込まれていない方は、ぜひご検討をお願いします。 

※同時に、ＮＴＴのひかり電話サービスまたは光インターネットサービスへの申込みも必要となります。 

新富町有線ラジオ放送施設は、「特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛省）」を利用して運用して

います。 

 
問合せ：総務課（担当）中原

なかはら

・森川
もりかわ

☎33-6501 



 

 

 


